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「三重県環境影響評価条例」の適用対象の拡大について 

 

 

１ 環境影響評価について 

（１）環境影響評価制度 

〇 環境影響評価は、開発事業の実施が環境に及ぼす影響について、事業者が

あらかじめ調査、予測、評価を行い、その結果について住民や自治体の意見

を聴いたうえで、環境の保全について適正な配慮を行い、事業に反映させる

ことを目的とした制度です。 

〇 わが国の環境影響評価制度では、法律と条例が一体となって、より環境の

保全に配慮した事業の実施を確保していますが、「環境影響評価法」は規模が

大きく環境影響の程度が著しいものになるおそれがある事業を対象としてお

り、都道府県等が定める条例は地域の実情に応じ、比較的規模の小さい事業

を対象としています。 

 

（２）三重県環境影響評価条例 

〇 「三重県環境影響評価条例」では、太陽光発電施設の設置自体については

対象事業としていませんが、太陽光発電事業を行うにあたり一定規模以上の

土地の造成を行う場合には、「宅地その他の用地造成の事業」として同条例に

基づく環境アセスメントまたは簡易的環境アセスメントの実施を求めていま

す。 

〇 対象事業としての環境アセスメントの規模要件は 20ha 以上（自然公園法等

の特別地域は 10ha）、準対象事業としての簡易的環境アセスメントの規模要

件は 10ha 以上（自然公園法等の特別地域は５ha）と規定しています。 

  

２ 「三重県環境影響評価条例」の適用対象の拡大の背景 

（１）三重県を取り巻く状況 

〇 全国的に、再生可能エネルギーの導入に対する地域の懸念が広がっており、

令和７年９月には、釧路湿原国立公園の周辺地域における太陽光発電事業を

契機として、経済産業省や環境省等による｢太陽光発電事業の更なる地域共

生・規律強化に向けた関係省庁連絡会議｣が設置されました。 

〇 県内では、令和６年３月に三重県議会から「地域との共生が図られた再生

可能エネルギーの導入に関する提言書」が提出されました。 

資料４－１ 

【参考】 

〇他自治体における条例対象規模（太陽光発電施設の設置） 

①山梨県：９ha（森林区域は 0.5ha）、②③兵庫県・奈良県：５ha 

④三重県：10ha（自然公園法等の特別地域は５ha）、⑤滋賀県：20ha（森林区域は 15ha） 
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〇 提言書では、「再生可能エネルギーの導入は、自然環境の破壊、土砂災害の

発生、維持管理の不全等が懸念されることから、地域住民等の不安が高まっ

ており地域住民等による反対運動も確認されている」ため、「今後、更なる再

生可能エネルギーの導入を推進するに当たっては、地域住民等の十分な理解

を得る必要がある」として、太陽光発電施設については、条例による設置規

制区域の導入及び適正な維持管理の義務化、及び太陽光発電施設に対する環

境影響評価の対象拡大等が求められています。 

 

（２）三重県の取組状況 

〇 令和６年３月の三重県議会からの提言を受け、庁内に設置された「地域と

の共生が図られた再生可能エネルギーの導入検討部会」等において、事例の

調査、市町のエネルギー・環境担当部局へのヒアリング、他県の情報収集等

を行ってきました。 

〇 こうした検討状況や、昨今の太陽光発電施設に対する懸念等に鑑みて、「三

重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」の改定や「林地開発許

可制度」運用見直しと歩調を合わせて、太陽光発電施設の設置に係る「三重

県環境影響評価条例」の適用対象を拡大し、「三重県環境影響評価条例施行規

則」の改正を進めることとしました。 

 

３ 今後のスケジュール（案） 

令和７年 12 月 三重県環境審議会（諮問・部会の設置）  
令和８年 １月以降 

 

三重県環境審議会部会による詳細審議 

パブリックコメント 

市町等への意見照会 

 

 

夏頃 三重県環境審議会（最終案） 

三重県環境審議会から答申 

令和８年中  改正施行規則公布 
 

 



環境アセスメント
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